大阪府条例第　　　号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　職員の給与に関する条例（昭和四十年大阪府条例第三十五号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（へき地手当）
第十七条　（略）
２　（略）









３・４　（略）

　　　附　則

１―37　（略）
（へき地手当の特例）
38　第十七条第四項の規定によりへき地学校の級別の指定並びにへき地学校に準ずる学校及び共同調理場の指定の変更（取消しを含む。）があつた場合において、当該変更の日（以下「変更日」という。）の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で変更日以後におけるへき地手当の月額（以下「新月額」という。）が変更日の前日におけるへき地手当の月額（以下「旧月額」という。）に達しないもの（変更日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。）が変更日以後変更日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務するときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に対し、新月額が旧月額に達するまでの間（変更日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員にあつては、変更日以後）、旧月額に相当する額のへき地手当を支給する。
39―45　（略）
	（へき地手当）
第十七条　（略）
２　（略）
３　第一項の規定によりへき地手当の支給を受ける職員が、第十三条の二第一項の規定により地域手当の支給を受ける場合においては、前二項の規定にかかわらず、当該職員には、前項の規定により計算した額から地域手当の月額を減じた月額のへき地手当を支給する。ただし、同項の規定によるへき地手当の月額が地域手当の月額以下であるときは、第一項の規定によるへき地手当は支給しない。
４・５　（略）

　　　附　則

１―37　（略）
（へき地手当の特例）
38　第十七条第五項の規定によりへき地学校の級別の指定並びにへき地学校に準ずる学校及び共同調理場の指定の変更（取消しを含む。）があつた場合において、当該変更の日（以下「変更日」という。）の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で変更日以後におけるへき地手当の月額（以下「新月額」という。）が変更日の前日におけるへき地手当の月額（以下「旧月額」という。）に達しないもの（変更日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。）が変更日以後変更日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務するときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に対し、新月額が旧月額に達するまでの間（変更日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員にあつては、変更日以後）、旧月額に相当する額のへき地手当を支給する。
39―45　（略）

	
	


附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
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